
徳島市長

 公表日

 評価実施機関名

[令和６年10月　様式２]

  令和8年3月19日

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

徳島市は、個人住民税課税事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項
標準準拠の税務システム（新システム）の本番運用にあたり、重要な変更を伴うとして新システムの
プログラミング開始前に再評価を実施するもの。なお、この現行運用にかかる評価書の最後尾（変
更履歴の手前）に、新システムの本番運用に係る次期評価書部分を付属している。

8 個人住民税課税事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
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 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表の２４の項　番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第１６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表　番号法第１９条第９号　別紙のとおり

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する

2) 実施しない

Ⅰ　関連情報

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税課税事務

 ②事務の概要

 ③システムの名称

①個人住民税システム(MICJET MISALIO)　②課税資料イメージデータ管理システム(Tomas Force)　③
住民基本台帳ネットワーク（コミュニケーションサーバー）システム　④番号連携システム　⑤国税連携シ
ステム　⑥地方税電子申告・年金特徴システム（エルタックス）　⑦個人住民税申告ポータル　⑧マイナ
ポータル申請管理　⑨中間サーバーシステム　⑩申告支援システム(F@INTAX)　⑪税務システム連携中
継サーバシステム　⑫Ｓ３　⑬庁内データ連携基盤

 ２．特定個人情報ファイル名

個人住民税課税ファイル

１．課税資料（個人住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書）を収集す
る。
２．課税資料の画像及び数値等を電子化する。
３．課税資料を賦課期日に現在の宛名情報に結び付ける。
４．賦課期日現在当市内に住民登録がない者について、当市に課税権がないと判断した場合には、住民
登録のある市区町村に課税資料を回送する。
５．同一納税義務者についての課税資料が複数提出されている場合は、所得、各種控除等の精査を行
い、集計内容を確認・修正する（合算処理）。
６．賦課決定を行い、給与所得に係る特別徴収税額決定通知書等の帳票を出力する。
７．給与所得に係る特別徴収税額決定通知書は特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税
義務者、普通徴収納税通知書は納税義務者、公的年金所得に係る特別徴収税額決定通知書は年金支
払者及び納税義務者に対して、それぞれ送付する。
８．個人住民税額が変更となる課税資料を入手した場合には、課税情報を変更し、給与所得に係る特別
徴収税額変更通知書等の帳票を課税関係を有する者に対して送付する。
９．本市が住登外課税を行う場合は、地方税法第294条第3項に基づく通知を住民登録がある市区町村
に送付するとともに、他市区町村が住登外課税を行う場合は、同通知を受理する。
10．扶養是正処理を行う。賦課期日現在他市区町村内に住所を有する扶養親族について、当該市区町
村に対し所得照会を行い、扶養要件を確認する。また、扶養是正処理結果を国税庁に通知する。
11．給与所得に係る特別徴収の対象となる納税義務者が退職した場合には、特別徴収義務者から異動
届出書の提出を受けて異動処理を行い、給与所得に係る特別徴収義務者に対し特別徴収税額変更通
知書を送付する。異動処理により普通徴収分の税額が発生する場合には、納税義務者に対し普通徴収
納税通知書を送付する。
12．公的年金所得に係る特別徴収の停止事由が発生した場合には、年金支払者に対し、特別徴収停止
通知を送付する。また、特別徴収されないこととなった税額については普通徴収に繰り入れ、普通徴収
納税通知書及び公的年金所得に係る特別徴収税額変更通知書を送付する。
13．未申告者に対し、個人住民税申告書を送付し、申告を促す。
14．減免事由に該当する場合は、納税義務者から減免申請書を受理し、減免を行う。
15．申請のあった者に対し、個人住民税に係る所得（課税）証明書及び営業証明書の交付を行う。
16．情報提供ネットワークシステムの特定個人情報の照会と提供に対応するため、個人番号対応符号
の取得及び必要な特定個人情報を「副本」として中間サーバーに保有・管理する。
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 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 財政部税務事務所市民税課

 連絡先
徳島市財政部税務事務所市民税課　市民税第一係、市民税第二係、市民税第三係
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５０６３～５０６５

 ②所属長の役職名 市民税課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

徳島市総務部総務課情報公開担当
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５１５２

徳島市財政部税務事務所市民税課　市民税第一係、市民税第二係、市民税第三係
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５０６３～５０６５

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 適用した理由

 ９．規則第９条第２項の適用 ［ ］適用した
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1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

30万人以上 ]
2) 1,000人以上1万人未満

3) 1万人以上10万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞

1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和7年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ]
＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和7年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果

 しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

］接続しない（提供）

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [

］委託しない［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

]十分である

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である

］人手を介在させる作業はない

 判断の根拠

マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、申請者がマ
イナンバーを記載しない場合において、マイナンバーを特定するために住基ネット照会を行う際には４情
報又は住所を含む３情報による照会を行うことを厳守している。また、個人住民税課税課税事務では、上
記のほか、下記の局面で特定個人情報の取扱いに関して手作業が介在するが、いずれの局面において
も複数人での確認を行うようにしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられ
る。
　　・　申請書に記載された個人番号及び本人情報のデータベースへの入力
　　・　特定個人情報の記載がある申請書等の保管
　　・　個人番号及び本人情報が記載された申請書の廃棄　　　　　等

]

 ８．人手を介在させる作業 ［

 [
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜選択肢＞

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 10．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

] [

[

 当該対策は十分か【再掲】  [  ]

 最も優先度が高いと考えられ
る対策

 判断の根拠

 11．最も優先度が高いと考えられる対策 ［ ○ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

 ９．監査

］　内部監査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査
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項番 情報照会者/情報提供者 事務 特定個人情報
一　 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた

健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二　 全国健康保険協会又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

二の二　 総務大臣又は都道府県知事 恩給法（大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。）による年金である給
付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

三　 厚生労働大臣 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされ
た船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

四　 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉
事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三
十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。）附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるも
のとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

五　 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）による保険給付の支給又は社会復帰促進等事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

五の二　 国土交通大臣 船員法（昭和二十二年法律第百号）による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

六　 都道府県知事 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

七　 厚生労働大臣 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）による職業紹介又は職業指導に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八　 都道府県知事 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の
認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支
給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、
高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活
上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

九　 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由
児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービ
スの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十　 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。）
又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五
号）に規定する福祉に関する事務所を管理する
町村長（以下「都道府県知事等」という。）

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

十一　 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）による
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十一の二　 厚生労働大臣 理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）による理容師の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十二　 都道府県知事 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）による栄養士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十三　 厚生労働大臣 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四　 都道府県知事又は市町村長 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

十四の二　 都道府県知事 母体保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）による指定（同法第十五条第一項の指定をいう。）に
関する事務であって主務省令で定めるもの

十五　 厚生労働大臣 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるも
の

十六　 厚生労働大臣 歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十七　 厚生労働大臣 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）による保健師、助産師又は看護師の免許に
関する事務であって主務省令で定めるもの

十八　 都道府県知事 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九　 厚生労働大臣 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務

省令で定めるもの

十九の二　 厚生労働大臣 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）による認定（同法第五条の二第一項の認定をいう。）に関する
事務であって主務省令で定めるもの

十九の三　 司法試験委員会 司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する
事務であって主務省令で定めるもの

十九の四　 都道府県教育委員会 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）による教育職員の免許に関する事務であって主
務省令で定めるもの

十九の五　 厚生労働大臣又は都道府県知事 死体解剖保存法（昭和二十四年法律第二百四号）による認定（同法第二条第一項第一号の認定をい
う。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の六　 都道府県知事 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）による全国通訳案内士の登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

十九の七　 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た
市町村又は都道府県の長

通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十　 都道府県知事 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）による身体障害者手帳の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

二十一　 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十一の二　 厚生労働大臣 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）による精神保健指定
医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十二　 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は
精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三　 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被
保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

二十三の二　 国土交通大臣 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査
員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する
事務であって主務省令で定めるもの

二十三の三　 国土交通大臣 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

二十三の四　 都道府県知事 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五　 都道府県知事 クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号）によるクリーニング師の免許に関する事務であって

主務省令で定めるもの

二十四　 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲
与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律
第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若し
くは特別法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るもの

二十五　 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事
務であって主務省令で定めるもの

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表　情報提供及び情報照会の根拠

当該特定個人番号利用
事務（別表の当該各号の
下欄に掲げる事務のう
ち、迅速に特定個人情報
の提供を受けることによっ
て効率化を図るべきもの
として主務省令で定める
もの）を処理するために必
要な特定個人情報として
主務省令で定めるもの
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二十五の二　 日本行政書士会連合会 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定
めるもの

二十五の三　 国土交通大臣 海事代理士法（昭和二十六年法律第三十二号）による海事代理士の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二十六　 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村
社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規
定する都道府県社会福祉協議会（以下「社会福
祉協議会」と総称する。）

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

二十六の二　 国土交通大臣 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）による海技士の免許、締約国資
格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるも
の

二十六の三　 国土交通大臣 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）による自動車の変更登録又は自動車整備士の技
能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十六の四　 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第
百九十一号）第三条第一項に規定する実施機
関又は防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十七
条第一項において読み替えて準用する国家公

国家公務員災害補償法（防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。）による
公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二十七　 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）
第二条第十六号に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に関
する事務であって主務省令で定めるもの

二十八　 厚生労働大臣 診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）による診療放射線技師の免許に関する事務
であって主務省令で定めるもの

二十九　 国税審議会 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）による税理士試験の執行に関する事務であって主務
省令で定めるもの

三十　 日本税理士会連合会 税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一　 国税庁長官 税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しく

は検査に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十一の二　 法務大臣 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）による外国人の在留資格に係る許可
に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十二　 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号）による援護に関する事務であって
主務省令で定めるもの

三十三　 防衛大臣 防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養
費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費
の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

三十四　 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法（昭和二十八年法律第百六十一号）による留守家族手当、帰郷旅費、葬
祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十五　 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による短期給付、年金である給付若しく
は一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十六　 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律（昭和二十九年法律第三十六号）による国税等（同法第八条第一
項に規定する国税等をいう。）の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省
令で定めるもの

三十七　 厚生労働大臣又は共済組合等（日本私立学校
振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合
会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会をいう。以下同じ。）

厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

三十八　 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和二十九年法律第百四十四号）による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十九　 厚生労働大臣 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）による歯科技工士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

三十九の二　 厚生労働大臣 美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）による美容師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

三十九の三　 国土交通大臣又は環境大臣 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

四十　 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）による医療に要する費用についての援助に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十一　 厚生労働大臣 臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）による臨床検査技師の免許に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十二　 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による短期給付の支給又は福祉事業の実
施に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十三　 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の
長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）による年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十三の二　 都道府県知事 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）による調理師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

四十三の三　 厚生労働大臣 調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四　 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健

事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十五　 都道府県知事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で
定めるもの

四十六　 厚生労働大臣 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に
関する事務であって主務省令で定めるもの

四十七　 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

四十八　 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十九　 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）による退職金、解約手当金又は差額の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十　 都道府県知事 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）による知的障害者の判定に関する事務であって
主務省令で定めるもの

五十一　 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十二　 住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四
号）第二条第二項に規定する施行者である都道
府県知事又は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。）の管理
若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主
務省令で定めるもの

五十三　 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）による職業紹介等、障害者
職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在
宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定める
もの
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五十三の二　 都道府県知事 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十四　 厚生労働大臣 薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

五十五　 市町村長 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による避難行動要支援者名簿の作成、個別避
難計画の作成、罹り災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定める
もの

五十六　 都道府県知事等 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

五十七　 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還
付又は充当、附帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。）の減免、調査（犯則事件
の調査を含む。）、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

五十八　 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二
項に規定する振替機関

国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省
令で定めるもの

五十九　 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済
組合連合会

地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）による短期給付若しくは年金である給
付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関
する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）による年金である給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

六十　 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和三十八年法律第六十一号）による特別給付金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十一　 市町村長 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

六十二　 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）による援護に関する事務であって主務省令
で定めるもの

六十三　 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）による資金の貸付けに関する事
務であって主務省令で定めるもの

六十四　 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦につ
いての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十五　 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十六　 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十七　 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民
年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」と
いう。）附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十八　 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和四十年法律第百号）による特別弔慰金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

六十九　 厚生労働大臣 理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）による理学療法士又は作業療法士の
免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十　 市町村長 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康
診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十一　 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和四十一年法律第百九号）による特別給付金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十一の二　 都道府県知事 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

七十二　 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四
十一年法律第百三十二号）による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

七十三　 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再
就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十四　 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（昭和四十二年法律第五十七号）による特別給付金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十五　 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）による公務上の災害若しくは通勤による災
害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十六　 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法（昭和四十二年法律第百三十五号）による年金である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

七十六の二　 厚生労働大臣 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代
理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十七　 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二　 都道府県知事 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）による職業訓練指導員の免許に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

七十七の三　 厚生労働大臣 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの

七十八　 厚生労働大臣 柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの

七十八の二　 厚生労働大臣 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）による建築物環境衛
生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十八の三　 経済産業大臣 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）による情報処理安全確保支援士の登録
に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十九　 預金保険機構 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）による預金等に係る債権の額の把握に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

八十　 厚生労働大臣 視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）による視能訓練士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

八十一　 市町村長（児童手当法（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項の表の下欄に掲げる
者を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付（同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同
じ。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十一の二　 厚生労働大臣 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）による免許（同法第七十二条第一項に規定する免
許をいう。）又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八十二　 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）による貯金等に係る債権の額の把握
に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十二の二　 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号）による災害弔慰金若しくは災害
障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

八十三　 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業
の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十三の二　 厚生労働大臣 作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）による作業環境測定士の登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八十四　 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）による未払賃金の立替払に関す
る事務であって主務省令で定めるもの
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八十五　 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十号）第四十八条に
規定する後期高齢者医療広域連合（以下「後期
高齢者医療広域連合」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百
二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

八十六　 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が
支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

八十七　 厚生労働大臣 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）による社会福祉士又は介護福祉士の登
録に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十八　 厚生労働大臣 臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）による臨床工学技士の免許に関する事務であって主
務省令で定めるもの

八十九　 厚生労働大臣 義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）による義肢装具士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

九十　 厚生労働大臣 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省
令で定めるもの

九十一　 厚生労働大臣 救急救命士法（平成三年法律第三十六号）による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

九十一の二　 出入国在留管理庁長官 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法
律第七十一号）による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十二　 厚生労働大臣 看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）による都道府県による看護師
等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十三　 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（平成五年法律第五十二号）第十八条第二項に
規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道
府県知事又は市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

九十四　 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成六年法律第三十号）による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時
帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十五　 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給付等」という。）の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十六　 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による被爆者健康手帳の交
付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介
護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの

九十七　 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

九十八　 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二
号」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされ
た年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十九　 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二
項に規定する存続組合又は平成八年法律第八
十二号附則第四十八条第一項に規定する指定
基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

百　 市町村長 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料
の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百一　 都道府県知事 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二　 厚生労働大臣 精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）による精神保健福祉士の登録に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

百三　 厚生労働大臣 言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの

百四　 都道府県知事 被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号）による被災者生活再建支援金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

百五　 都道府県知事又は保健所を設置する市（特別
区を含む。以下同じ。）の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）による入院
の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百五の二　 国土交通大臣 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）によるマンション管
理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

百六　 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十
号）第二十九条第一項に規定する事業主等又
は企業年金連合会

確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

百七　 確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）
第三条第三項第一号に規定する事業主

確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿
の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

百八　 国民年金基金連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型
年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百九　 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

百十　 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。）若しくは一時金の支給又は
特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十一　 市町村長 健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

百十二　 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）による農業者年金事業の給付の支
給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法
人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第
三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。）による改正前の農業者年金基金法（昭和四十
五年法律第七十八号）若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成二年法律第二十一
号。以下「平成二年法律第二十一号」という。）による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

百十三　 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）による災害共済給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十四　 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）による副作用救済給付、
感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十
七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十五　 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）による学資の貸与及び支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

百十六　 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六号）による特
別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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項番 情報照会者/情報提供者 事務 特定個人情報

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表　情報提供及び情報照会の根拠

百十六の二　 厚生労働大臣 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十九号）
附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床
検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）による衛生検査技師名簿
への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十七　 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に
よる自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十七の二　 総務大臣 国会議員互助年金法を廃止する法律（平成十八年法律第一号）又は同法附則第二条第一項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法（昭和三十三年法律
第七十号）による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十八　 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）による特別遺族給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

百十九　 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事
業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務
員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会
若しくは地方公務員共済組合連合会

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（平成十九年法律第百四号）に
よる文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律（平成十九年法律
第百十一号）による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十一　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一
号）による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十二　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律（平
成二十一年法律第三十七号）による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

百二十三　 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教
育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号）による就学支援金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十四　 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）に
よる職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

百二十五　 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法
律（平成二十三年法律第五十六号。以下「平成
二十三年法律第五十六号」という。）附則第二十
三条第一項第三号に規定する存続共済会

平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

百二十六　 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）による予防接種の実施に関
する事務であって主務省令で定めるもの

百二十七　 市町村長 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子どものための教育・保育給付若しくは
子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

百二十八　 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成二十四年法律第百二号）による年金生活者支援給
付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十九　 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた
めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律
（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二
十五年法律第六十三号」という。）附則第三条第
十一号に規定する存続厚生年金基金

平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平
成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又
は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十　 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十
三号に規定する存続連合会又は企業年金連合
会

平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

百三十の二　 都道府県知事又は国家戦略特別区域法（平成
二十五年法律第百七号）第十二条の五第十二
項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で
定めるもの

百三十一　 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）による特定医療費の支給、
指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十二　 文部科学大臣又は厚生労働大臣 公認心理師法（平成二十七年法律第六十八号）による公認心理師の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

百三十三　 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第十三号）附則第三十一条第二項の規
定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に
関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特
別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十四　 内閣総理大臣 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法
律第三十八号）による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定める
もの

百三十五　 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律第十条
に規定する特定公的給付の支給を実施する行
政機関の長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公
的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十六　 預金保険機構 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情
報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
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事務 情報提供者

番号法第９条第２項の規定に基づ
き条例で定める事務のうち特定個
人番号利用事務に準じて迅速に特
定個人情報の提供を受けることに
よって効率化を図るべきものとして
個人情報保護委員会規則で定め
るもの

条例事務関係情報提供者

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第９号　情報提供の根拠

情報照会者 特定個人情報

条例事務関係情報照会者 当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事
務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条例事務
関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに
限る。）
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徳島市は、個人住民税課税事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

8 個人住民税課税事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

徳島市長

 公表日

 評価実施機関名

[令和６年10月　様式２]

  令和8年3月19日
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Ⅰ　関連情報

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税課税事務

 ②事務の概要

 ③システムの名称

①個人住民税システム(MICJET V10・DBプレイヤー・インボイスエージェント)　②課税資料イメージデー
タ管理システム　③住民基本台帳ネットワーク（コミュニケーションサーバー）システム　④番号連携シス
テム　⑤国税連携システム　⑥地方税電子申告・年金特徴システム（エルタックス）　⑦個人住民税申告
ポータル　⑧マイナポータル申請管理　⑨中間サーバーシステム　⑩申告支援システム(F@INTAX)　⑪Ｓ
３　⑫庁内データ連携基盤

 ２．特定個人情報ファイル名

個人住民税課税ファイル

１．課税資料（個人住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書）を収集す
る。
２．課税資料の画像及び数値等を電子化する。
３．課税資料を賦課期日に現在の宛名情報に結び付ける。
４．賦課期日現在当市内に住民登録がない者について、当市に課税権がないと判断した場合には、住民
登録のある市区町村に課税資料を回送する。
５．同一納税義務者についての課税資料が複数提出されている場合は、所得、各種控除等の精査を行
い、集計内容を確認・修正する（合算処理）。
６．賦課決定を行い、給与所得に係る特別徴収税額決定通知書等の帳票を出力する。
７．給与所得に係る特別徴収税額決定通知書は特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税
義務者、普通徴収納税通知書は納税義務者、公的年金所得に係る特別徴収税額決定通知書は年金支
払者及び納税義務者に対して、それぞれ送付する。
８．個人住民税額が変更となる課税資料を入手した場合には、課税情報を変更し、給与所得に係る特別
徴収税額変更通知書等の帳票を課税関係を有する者に対して送付する。
９．本市が住登外課税を行う場合は、地方税法第294条第3項に基づく通知を住民登録がある市区町村
に送付するとともに、他市区町村が住登外課税を行う場合は、同通知を受理する。
10．扶養是正処理を行う。賦課期日現在他市区町村内に住所を有する扶養親族について、当該市区町
村に対し所得照会を行い、扶養要件を確認する。また、扶養是正処理結果を国税庁に通知する。
11．給与所得に係る特別徴収の対象となる納税義務者が退職した場合には、特別徴収義務者から異動
届出書の提出を受けて異動処理を行い、給与所得に係る特別徴収義務者に対し特別徴収税額変更通
知書を送付する。異動処理により普通徴収分の税額が発生する場合には、納税義務者に対し普通徴収
納税通知書を送付する。
12．公的年金所得に係る特別徴収の停止事由が発生した場合には、年金支払者に対し、特別徴収停止
通知を送付する。また、特別徴収されないこととなった税額については普通徴収に繰り入れ、普通徴収
納税通知書及び公的年金所得に係る特別徴収税額変更通知書を送付する。
13．未申告者に対し、個人住民税申告書を送付し、申告を促す。
14．減免事由に該当する場合は、納税義務者から減免申請書を受理し、減免を行う。
15．申請のあった者に対し、個人住民税に係る所得（課税）証明書及び営業証明書の交付を行う。
16．情報提供ネットワークシステムの特定個人情報の照会と提供に対応するため、個人番号対応符号
の取得及び必要な特定個人情報を「副本」として中間サーバーに保有・管理する。

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表の２４の項　番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第１６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 番号法第１９条第８号　別表　番号法第１９条第９号　別紙のとおり

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する

2) 実施しない
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 連絡先
徳島市財政部税務事務所市民税課　市民税第一係、市民税第二係、市民税第三係
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５０６３～５０６５

 ②所属長の役職名 市民税課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

徳島市総務部総務課情報公開担当
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５１５２

徳島市財政部税務事務所市民税課　市民税第一係、市民税第二係、市民税第三係
７７０－８５７１　徳島県徳島市幸町２丁目５番地
０８８－６２１－５０６３～５０６５

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 適用した理由

 ９．規則第９条第２項の適用 ［ ］適用した

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 財政部税務事務所市民税課
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1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和7年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果

 しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和7年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ]
＜選択肢＞

30万人以上 ]
2) 1,000人以上1万人未満

3) 1万人以上10万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞

1) 1,000人未満（任意実施）

[
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [

］委託しない［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

］接続しない（提供）
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 [

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である

］人手を介在させる作業はない

 判断の根拠

マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、申請者がマ
イナンバーを記載しない場合において、マイナンバーを特定するために住基ネット照会を行う際には４情
報又は住所を含む３情報による照会を行うことを厳守している。また、個人住民税課税課税事務では、上
記のほか、下記の局面で特定個人情報の取扱いに関して手作業が介在するが、いずれの局面において
も複数人での確認を行うようにしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられ
る。
　　・　申請書に記載された個人番号及び本人情報のデータベースへの入力
　　・　特定個人情報の記載がある申請書等の保管
　　・　個人番号及び本人情報が記載された申請書の廃棄　　　　　等

]

 ８．人手を介在させる作業 ［

]十分である
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＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜選択肢＞

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

］　内部監査 [ [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査

 ９．監査

 判断の根拠

 11．最も優先度が高いと考えられる対策 ［ ○ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 10．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

] [

[

 当該対策は十分か【再掲】  [  ]

 最も優先度が高いと考えられ
る対策
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項番 情報照会者/情報提供者 事務 特定個人情報
一　 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた

健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二　 全国健康保険協会又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

二の二　 総務大臣又は都道府県知事 恩給法（大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。）による年金である給
付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

三　 厚生労働大臣 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされ
た船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

四　 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉
事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三
十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。）附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるも
のとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

五　 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）による保険給付の支給又は社会復帰促進等事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

五の二　 国土交通大臣 船員法（昭和二十二年法律第百号）による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

六　 都道府県知事 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

七　 厚生労働大臣 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）による職業紹介又は職業指導に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八　 都道府県知事 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の
認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支
給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、
高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活
上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

八の二 児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定す
る認定地方公共団体の長

児童福祉法による地域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

九　 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由
児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービ
スの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十　 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。）
又は社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五
号）に規定する福祉に関する事務所を管理する
町村長（以下「都道府県知事等」という。）

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

十一　 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）による
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十一の二　 厚生労働大臣 理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）による理容師の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十二　 都道府県知事 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）による栄養士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十三　 厚生労働大臣 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四　 都道府県知事又は市町村長 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に

関する事務であって主務省令で定めるもの

十四の二　 都道府県知事 母体保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）による指定（同法第十五条第一項の指定をいう。）に
関する事務であって主務省令で定めるもの

十五　 厚生労働大臣 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるも
の

十六　 厚生労働大臣 歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

十七　 厚生労働大臣 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）による保健師、助産師又は看護師の免許に
関する事務であって主務省令で定めるもの

十八　 都道府県知事 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九　 厚生労働大臣 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務

省令で定めるもの

十九の二　 厚生労働大臣 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）による認定（同法第五条の二第一項の認定をいう。）に関する
事務であって主務省令で定めるもの

十九の三　 司法試験委員会 司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する
事務であって主務省令で定めるもの

十九の四　 都道府県教育委員会 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）による教育職員の免許に関する事務であって主
務省令で定めるもの

十九の五　 厚生労働大臣又は都道府県知事 死体解剖保存法（昭和二十四年法律第二百四号）による認定（同法第二条第一項第一号の認定をい
う。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の六　 都道府県知事 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）による全国通訳案内士の登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

十九の七　 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た
市町村又は都道府県の長

通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十　 都道府県知事 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）による身体障害者手帳の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

二十一　 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十一の二　 厚生労働大臣 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）による精神保健指定
医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十二　 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は
精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三　 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被
保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

二十三の二　 国土交通大臣 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査
員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する
事務であって主務省令で定めるもの

二十三の三　 国土交通大臣 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

二十三の四　 都道府県知事 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五　 都道府県知事 クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号）によるクリーニング師の免許に関する事務であって

主務省令で定めるもの

二十三の六　 都道府県知事 家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）による家畜人工授精師の免許に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表　情報提供及び情報照会の根拠

当該特定個人番号利用
事務（別表の当該各号の
下欄に掲げる事務のう
ち、迅速に特定個人情報
の提供を受けることによっ
て効率化を図るべきもの
として主務省令で定める
もの）を処理するために必
要な特定個人情報として
主務省令で定めるもの
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項番 情報照会者/情報提供者 事務 特定個人情報

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表　情報提供及び情報照会の根拠

二十四　 都道府県知事又は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲
与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律
第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若し
くは特別法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定め
るもの

二十五　 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事
務であって主務省令で定めるもの

二十五の二　 日本行政書士会連合会 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定
めるもの

二十五の三　 国土交通大臣 海事代理士法（昭和二十六年法律第三十二号）による海事代理士の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二十六　 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村
社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規
定する都道府県社会福祉協議会（以下「社会福
祉協議会」と総称する。）

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

二十六の二　 国土交通大臣 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）による海技士の免許、締約国資
格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるも
の

二十六の三　 国土交通大臣 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）による自動車の変更登録又は自動車整備士の技
能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十六の四　 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第
百九十一号）第三条第一項に規定する実施機
関又は防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十七
条第一項において読み替えて準用する国家公

国家公務員災害補償法（防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。）による
公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

二十七　 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）
第二条第十六号に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に関
する事務であって主務省令で定めるもの

二十八　 厚生労働大臣 診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）による診療放射線技師の免許に関する事務
であって主務省令で定めるもの

二十九　 国税審議会 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）による税理士試験の執行に関する事務であって主務
省令で定めるもの

三十　 日本税理士会連合会 税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一　 国税庁長官 税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しく

は検査に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十一の二　 法務大臣 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）による外国人の在留資格に係る許可
に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十二　 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十七年法律第百二十七号）による援護に関する事務であって
主務省令で定めるもの

三十三　 防衛大臣 防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養
費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費
の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

三十四　 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法（昭和二十八年法律第百六十一号）による留守家族手当、帰郷旅費、葬
祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十五　 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）による短期給付、年金である給付若しく
は一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十六　 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律（昭和二十九年法律第三十六号）による国税等（同法第八条第一
項に規定する国税等をいう。）の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省
令で定めるもの

三十七　 厚生労働大臣又は共済組合等（日本私立学校
振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合
会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員
共済組合連合会をいう。以下同じ。）

厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

三十八　 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和二十九年法律第百四十四号）による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十九　 厚生労働大臣 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）による歯科技工士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

三十九の二　 厚生労働大臣 美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）による美容師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

三十九の三　 国土交通大臣又は環境大臣 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

四十　 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）による医療に要する費用についての援助に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十一　 厚生労働大臣 臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）による臨床検査技師の免許に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十二　 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による短期給付の支給又は福祉事業の実
施に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十三　 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の
長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）による年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

四十三の二　 都道府県知事 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）による調理師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

四十三の三　 厚生労働大臣 調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四　 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健

事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十五　 都道府県知事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で
定めるもの

四十六　 厚生労働大臣 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に
関する事務であって主務省令で定めるもの

四十七　 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

四十八　 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十九　 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）による退職金、解約手当金又は差額の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十　 都道府県知事 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）による知的障害者の判定に関する事務であって
主務省令で定めるもの

五十一　 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの
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五十二　 住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四
号）第二条第二項に規定する施行者である都道
府県知事又は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。）の管理
若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主
務省令で定めるもの

五十三　 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）による職業紹介等、障害者
職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在
宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定める
もの

五十三の二　 都道府県知事 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十四　 厚生労働大臣 薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

五十五　 市町村長 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による避難行動要支援者名簿の作成、個別避
難計画の作成、罹り災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定める
もの

五十六　 都道府県知事等 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

五十七　 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還
付又は充当、附帯税（国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。）の減免、調査（犯則事件
の調査を含む。）、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

五十八　 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二
項に規定する振替機関

国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省
令で定めるもの

五十九　 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済
組合連合会

地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）による短期給付若しくは年金である給
付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関
する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）による年金である給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

六十　 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和三十八年法律第六十一号）による特別給付金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十一　 市町村長 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

六十二　 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）による援護に関する事務であって主務省令
で定めるもの

六十三　 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）による資金の貸付けに関する事
務であって主務省令で定めるもの

六十四　 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦につ
いての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十五　 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十六　 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十七　 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民
年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」と
いう。）附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十八　 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和四十年法律第百号）による特別弔慰金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

六十九　 厚生労働大臣 理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）による理学療法士又は作業療法士の
免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十　 市町村長 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康
診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十一　 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和四十一年法律第百九号）による特別給付金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十一の二　 都道府県知事 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

七十二　 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四
十一年法律第百三十二号）による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

七十三　 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再
就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十四　 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（昭和四十二年法律第五十七号）による特別給付金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十五　 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）による公務上の災害若しくは通勤による災
害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十六　 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法（昭和四十二年法律第百三十五号）による年金である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

七十六の二　 厚生労働大臣 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代
理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十七　 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二　 都道府県知事 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）による職業訓練指導員の免許に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

七十七の三　 厚生労働大臣 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの

七十八　 厚生労働大臣 柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの

七十八の二　 厚生労働大臣 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）による建築物環境衛
生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十八の三　 経済産業大臣 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）による情報処理安全確保支援士の登録
に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十九　 預金保険機構 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）による預金等に係る債権の額の把握に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

八十　 厚生労働大臣 視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）による視能訓練士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

八十一　 市町村長（児童手当法（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項の表の下欄に掲げる
者を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付（同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同
じ。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十一の二　 厚生労働大臣 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）による免許（同法第七十二条第一項に規定する免
許をいう。）又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八十二　 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）による貯金等に係る債権の額の把握
に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十二の二　 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号）による災害弔慰金若しくは災害
障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
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八十三　 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業
の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十三の二　 厚生労働大臣 作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）による作業環境測定士の登録に関する事務であって
主務省令で定めるもの

八十四　 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）による未払賃金の立替払に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

八十五　 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十号）第四十八条に
規定する後期高齢者医療広域連合（以下「後期
高齢者医療広域連合」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百
二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

八十六　 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が
支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

八十七　 厚生労働大臣 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）による社会福祉士又は介護福祉士の登
録に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十八　 厚生労働大臣 臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）による臨床工学技士の免許に関する事務であって主
務省令で定めるもの

八十九　 厚生労働大臣 義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）による義肢装具士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

九十　 厚生労働大臣 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省
令で定めるもの

九十一　 厚生労働大臣 救急救命士法（平成三年法律第三十六号）による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令
で定めるもの

九十一の二　 出入国在留管理庁長官 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法
律第七十一号）による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十二　 厚生労働大臣 看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）による都道府県による看護師
等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十三　 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（平成五年法律第五十二号）第十八条第二項に
規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道
府県知事又は市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

九十四　 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成六年法律第三十号）による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時
帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十五　 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給付等」という。）の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十六　 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による被爆者健康手帳の交
付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介
護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの

九十七　 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

九十八　 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二
号」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされ
た年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十九　 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二
項に規定する存続組合又は平成八年法律第八
十二号附則第四十八条第一項に規定する指定
基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

百　 市町村長 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料
の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百一　 都道府県知事 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二　 厚生労働大臣 精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）による精神保健福祉士の登録に関する事務であっ

て主務省令で定めるもの

百三　 厚生労働大臣 言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの

百四　 都道府県知事 被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号）による被災者生活再建支援金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

百五　 都道府県知事又は保健所を設置する市（特別
区を含む。以下同じ。）の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）による入院
の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百五の二　 国土交通大臣 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）によるマンション管
理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

百六　 確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十
号）第二十九条第一項に規定する事業主等又
は企業年金連合会

確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

百七　 確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）
第三条第三項第一号に規定する事業主

確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿
の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

百八　 国民年金基金連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型
年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百九　 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

百十　 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。）若しくは一時金の支給又は
特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十一　 市町村長 健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

百十二　 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）による農業者年金事業の給付の支
給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法
人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第
三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。）による改正前の農業者年金基金法（昭和四十
五年法律第七十八号）若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成二年法律第二十一
号。以下「平成二年法律第二十一号」という。）による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

百十三　 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）による災害共済給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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百十四　 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）による副作用救済給付、
感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十
七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十五　 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）による学資の貸与及び支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

百十六　 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六号）による特
別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十六の二　 厚生労働大臣 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十九号）
附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床
検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）による衛生検査技師名簿
への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十七　 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に
よる自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十七の二　 総務大臣 国会議員互助年金法を廃止する法律（平成十八年法律第一号）又は同法附則第二条第一項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法（昭和三十三年法律
第七十号）による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十八　 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）による特別遺族給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

百十九　 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事
業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務
員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会
若しくは地方公務員共済組合連合会

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（平成十九年法律第百四号）に
よる文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律（平成十九年法律
第百十一号）による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十一　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一
号）による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十二　 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律（平
成二十一年法律第三十七号）による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

百二十三　 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教
育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号）による就学支援金の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十四　 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）に
よる職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

百二十五　 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法
律（平成二十三年法律第五十六号。以下「平成
二十三年法律第五十六号」という。）附則第二十
三条第一項第三号に規定する存続共済会

平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

百二十六　 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）による予防接種の実施に関
する事務であって主務省令で定めるもの

百二十七　 市町村長 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子どものための教育・保育給付若しくは
子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

百二十八　 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成二十四年法律第百二号）による年金生活者支援給
付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十九　 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた
めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律
（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二
十五年法律第六十三号」という。）附則第三条第
十一号に規定する存続厚生年金基金

平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平
成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又
は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十　 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十
三号に規定する存続連合会又は企業年金連合
会

平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

百三十一　 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）による特定医療費の支給、
指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十二　 文部科学大臣又は厚生労働大臣 公認心理師法（平成二十七年法律第六十八号）による公認心理師の登録に関する事務であって主務
省令で定めるもの

百三十三　 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第十三号）附則第三十一条第二項の規
定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に
関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特
別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十四　 内閣総理大臣 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法
律第三十八号）による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定める
もの

百三十五　 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律第十条
に規定する特定公的給付の支給を実施する行
政機関の長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公
的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十六　 預金保険機構 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情
報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十七 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七
年法律第二十九号）附則第十四条に規定する
特区地方公共団体の長

児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものと
された同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）
による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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事務 情報提供者

番号法第９条第２項の規定に基づ
き条例で定める事務のうち特定個
人番号利用事務に準じて迅速に特
定個人情報の提供を受けることに
よって効率化を図るべきものとして
個人情報保護委員会規則で定め
るもの

条例事務関係情報提供者

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第９号　情報提供の根拠

情報照会者 特定個人情報

条例事務関係情報照会者 当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事
務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条例事務
関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに
限る。）
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変
更

箇
所

変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

27
年

12
月

25
日

Ⅰ
　

関
連

情
報

５
．

評
価

実
施

機
関

に
お

け
る

担
当

部
署

②
所

属
長

市
民

税
課

長
　

吉
﨑

　
博

文
市

民
税

課
長

　
日

下
　

裕
司

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

27
年

12
月

25
日

（別
紙

）法
令

上
の

根
拠

百
十

七
削

除
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

27
年

12
月

25
日

（別
紙

）法
令

上
の

根
拠

百
二

十
百

十
八

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

27
年

12
月

25
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

１
．

対
象

人
数

平
成

26
年

4月
1日

　
時

点
平

成
27

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

27
年

12
月

25
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

２
．

取
扱

者
数

平
成

26
年

4月
1日

　
時

点
平

成
27

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

28
年

8月
17

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
平

成
27

年
4月

1日
　

時
点

平
成

28
年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（理

由
：し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）
平

成
28

年
8月

17
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

２
．

取
扱

者
数

平
成

27
年

4月
1日

　
時

点
平

成
28

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

28
年

8月
17

日
７

．
特

定
個

人
情

報
の

開
示

・訂
正

・利
用

停
止

請
求 請

求
先

徳
島

市
総

務
部

総
務

課
情

報
公

開
担

当
７

７
０

－
８

５
７

１
　

徳
島

県
徳

島
市

幸
町

２
丁

目
５

番
地

０
８

８
－

６
２

１
－

５
１

５
２

徳
島

市
財

政
部

市
民

税
課

　
第

１
係

、
第

２
係

、
第

３
係

７
７

０
－

８
５

７
１

　
徳

島
県

徳
島

市
幸

町
２

丁
目

５
番

地
０

８
８

－
６

２
１

－
５

０
６

３
～

５
０

６
５

徳
島

市
総

務
部

総
務

課
情

報
公

開
担

当
７

７
０

－
８

５
７

１
　

徳
島

県
徳

島
市

幸
町

２
丁

目
５

番
地

０
８

８
－

６
２

１
－

５
１

５
２

徳
島

市
財

政
部

税
務

事
務

所
市

民
税

課
　

市
民

税
第

一
係

、
市

民
税

第
二

係
、

市
民

税
第

三
係

７
７

０
－

８
５

７
１

　
徳

島
県

徳
島

市
幸

町
２

丁
目

５
番

地
０

８
８

－
６

２
１

－
５

０
６

３
～

５
０

６
５

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
７

．
特

定
個

人
情

報
の

開
示

・訂
正

・利
用

停
止

請
求 連

絡
先

徳
島

市
財

政
部

市
民

税
課

　
第

１
係

、
第

２
係

、
第

３
係

７
７

０
－

８
５

７
１

　
徳

島
県

徳
島

市
幸

町
２

丁
目

５
番

地
０

８
８

－
６

２
１

－
５

０
６

３
～

５
０

６
５

徳
島

市
財

政
部

税
務

事
務

所
市

民
税

課
　

市
民

税
第

一
係

、
市

民
税

第
二

係
、

市
民

税
第

三
係

７
７

０
－

８
５

７
１

　
徳

島
県

徳
島

市
幸

町
２

丁
目

５
番

地
０

８
８

－
６

２
１

－
５

０
６

３
～

５
０

６
５

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
八

　
特

定
個

人
情

報
地

方
税

関
係

情
報

又
は

住
民

票
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
児

童
福

祉
法

に
よ

る
障

害
児

通
所

支
援

に
関

す
る

情
報

、
地

方
税

関
係

情
報

、
住

民
票

関
係

情
報

、
介

護
保

険
給

付
等

関
係

情
報

又
は

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に
関

す
る

情
報

（以
下

「障
害

者
自

立
支

援
給

付
関

係
情

報
」と

い
う

。
）で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
十

一
　

特
定

個
人

情
報

地
方

税
関

係
情

報
又

は
住

民
票

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

児
童

福
祉

法
に

よ
る

障
害

児
通

所
支

援
に

関
す

る
情

報
、

地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
、

介
護

保
険

給
付

等
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
十

六
　

特
定

個
人

情
報

児
童

福
祉

法
に

よ
る

障
害

児
通

所
支

援
に

関
す

る
情

報
、

地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
又

は
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

よ
る

自
立

支
援

給
付

の
支

給
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

児
童

福
祉

法
に

よ
る

障
害

児
通

所
支

援
に

関
す

る
情

報
、

地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
二

十
六

　
特

定
個

人
情

報
地

方
税

関
係

情
報

、
母

子
保

健
法

に
よ

る
養

育
医

療
の

給
付

若
し

く
は

養
育

医
療

に
要

す
る

費
用

の
支

給
に

関
す

る
情

報
、

児
童

手
当

法
に

よ
る

児
童

手
当

若
し

く
は

特
例

給
付

の
支

給
に

関
す

る
情

報
（以

下
「児

童
手

当
関

係
情

報
」と

い
う

。
）、

介
護

保
険

給
付

等
関

係
情

報
又

は
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
に

よ
る

自
立

支
援

給
付

の
支

給
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

地
方

税
関

係
情

報
、

母
子

保
健

法
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
若

し
く
は

養
育

医
療

に
要

す
る

費
用

の
支

給
に

関
す

る
情

報
、

児
童

手
当

法
に

よ
る

児
童

手
当

若
し

く
は

特
例

給
付

の
支

給
に

関
す

る
情

報
（以

下
「児

童
手

当
関

係
情

報
」と

い
う

。
）、

介
護

保
険

給
付

等
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
八

十
七

　
特

定
個

人
情

報
地

方
税

関
係

情
報

、
母

子
保

健
法

に
よ

る
養

育
医

療
の

給
付

若
し

く
は

養
育

医
療

に
要

す
る

費
用

の
支

給
に

関
す

る
情

報
、

児
童

手
当

関
係

情
報

、
介

護
保

険
給

付
等

関
係

情
報

又
は

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

地
方

税
関

係
情

報
、

母
子

保
健

法
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
若

し
く
は

養
育

医
療

に
要

す
る

費
用

の
支

給
に

関
す

る
情

報
、

児
童

手
当

関
係

情
報

、
介

護
保

険
給

付
等

関
係

情
報

又
は

障
害

者
自

立
支

援
給

付
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

八
　

特
定

個
人

情
報

地
方

税
関

係
情

報
又

は
住

民
票

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

児
童

福
祉

法
に

よ
る

障
害

児
通

所
支

援
に

関
す

る
情

報
、

地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
、

介
護

保
険

給
付

等
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

十
六

　
特

定
個

人
情

報
児

童
福

祉
法

に
よ

る
障

害
児

通
所

支
援

に
関

す
る

情
報

、
地

方
税

関
係

情
報

、
住

民
票

関
係

情
報

又
は

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

に
よ

る
自

立
支

援
給

付
の

支
給

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

児
童

福
祉

法
に

よ
る

障
害

児
通

所
支

援
に

関
す

る
情

報
、

地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

8月
17

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

十
八

百
十

九
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
一

～
百

十
九

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

情
報

照
会

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
７

号
　

別
表

第
２

　
情

報
提

供
の

根
拠

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
三

十
一

、
五

十
四

、
七

十
四

、
九

十
二

、
百

十
五 情

報
照

会
者

算
用

数
字

漢
数

字
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
一

特
定

個
人

情
報

算
用

数
字

漢
数

字
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
八

十
五

の
二

新
設

［情
報

照
会

者
］

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
十

八
条

第
二

項
に

規
定

す
る

賃
貸

住
宅

の
建

設
及

び
管

理
を

行
う

都
道

府
県

知
事

又
は

市
町

村
長

［事
務

］
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

賃
貸

住
宅

の
管

理
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

［情
報

提
供

者
］

市
町

村
長

［特
定

個
人

情
報

］
地

方
税

関
係

情
報

又
は

住
民

票
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

十
三

　
情

報
照

会
者

文
部

科
学

大
臣

、
都

道
府

県
、

知
事

又
は

都
道

府
県

教
育

委
員

会
文

部
科

学
大

臣
、

都
道

府
県

知
事

又
は

都
道

府
県

教
育

委
員

会
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

28



変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

十
七

新
設

［情
報

照
会

者
］

厚
生

労
働

大
臣

［事
務

］
年

金
生

活
者

支
援

給
付

金
の

支
給

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
年

金
生

活
者

支
援

給
付

金
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

［情
報

提
供

者
］

市
町

村
長

［特
定

個
人

情
報

］
地

方
税

関
係

情
報

、
住

民
票

関
係

情
報

又
は

介
護

保
険

給
付

等
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
項

番
百

十
九

百
二

十
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

医
療

保
険

者
又

は
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

等

市
町

村
長

厚
生

労
働

大
臣

若
し

く
は

日
本

年
金

機
構

又
は

共
済

組
合

等

厚
生

労
働

大
臣

医
療

保
険

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

障
害

者
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

生
活

保
護

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

地
方

税
関

係
情

報
又

は
住

民
票

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

年
金

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

失
業

等
給

付
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
基

本
情

報
1.

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
扱

う
事

務
②

事
務

の
内

容

６
．

賦
課

決
定

を
行

い
、

普
通

徴
収

及
び

年
金

特
別

徴
収

税
額

決
定

（変
更

）通
知

書
・納

付
書

を
出

力
す

る
。

７
．

給
与

に
係

る
特

別
徴

収
納

税
義

務
者

に
対

し
て

は
、

特
別

徴
収

義
務

者
を

通
じ

て
特

別
徴

収
税

額
決

定
（変

更
）通

知
書

を
送

付
す

る
。

８
．

普
通

徴
収

納
税

義
務

者
及

び
年

金
に

係
る

特
別

徴
収

納
税

義
務

者
に

対
し

、
普

通
徴

収
及

び
年

金
特

別
徴

収
税

額
決

定
（変

更
）通

知
書

・納
付

書
を

送
付

す
る

。
９

．
個

人
住

民
税

額
が

変
更

と
な

る
課

税
資

料
を

入
手

し
た

場
合

に
は

、
課

税
情

報
を

変
更

し
、

普
通

徴
収

及
び

年
金

特
別

徴
収

税
額

決
定

（変
更

）通
知

書
を

送
付

す
る

。
10

.扶
養

是
正

処
理

を
行

う
。

賦
課

期
日

現
在

他
市

区
町

村
内

に
住

所
を

有
す

る
被

扶
養

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
市

区
町

村
に

対
し

、
所

得
照

会
を

行
い

、
扶

養
要

件
を

確
認

す
る

。
11

.特
別

徴
収

納
税

義
務

者
が

退
職

し
た

場
合

等
に

は
、

特
別

徴
収

義
務

者
か

ら
異

動
届

出
書

等
の

提
出

を
受

け
て

異
動

処
理

を
行

い
、

特
別

徴
収

義
務

者
に

対
し

特
別

徴
収

税
額

決
定

（変
更

）通
知

書
を

送
付

す
る

。
異

動
処

理
に

よ
り

普
通

徴
収

分
の

税
額

が
発

生
す

る
場

合
に

は
、

納
税

義
務

者
に

対
し

普
通

徴
収

及
び

年
金

特
別

徴
収

税
額

決
定

（変
更

）通
知

書
・納

付
書

を
送

付
す

る
。

12
.年

金
に

係
る

特
別

徴
収

納
税

義
務

者
が

死
亡

し
た

場
合

等
に

は
、

年
金

保
険

者
に

対
し

、
特

別
徴

収
停

止
通

知
を

送
付

す
る

。
ま

た
、

特
別

徴
収

さ
れ

な
い

こ
と

と
な

っ
た

税
額

に
つ

い
て

は
普

通
徴

収
に

繰
り

入
れ

、
普

通
徴

収
及

び
年

金
特

別
徴

収
税

額
決

定
（変

更
）通

知
書

・納
付

書
を

送
付

す
る

。
13

.未
申

告
者

に
対

し
、

個
人

住
民

税
申

告
書

を
送

付
し

、
申

告
を

促
す

。
14

.生
活

保
護

法
に

よ
り

扶
助

を
受

け
る

場
合

な
ど

、
減

免
事

由
に

該
当

す
る

場
合

は
減

免
申

請
書

を
受

け
付

け
減

免
を

行
う

。
15

.申
請

の
あ

っ
た

者
に

対
し

、
個

人
住

民
税

に
係

る
所

得
（課

税
）証

明
書

及
び

営
業

証
明

書
の

交
付

を
行

う
。

16
.情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
の

特
定

個
人

情
報

の
照

会
と

提
供

に
対

応
す

る
た

め
、

個
人

番
号

対
応

符
号

の
取

得
及

び
必

要
な

特
定

個
人

情
報

を
「副

本
」と

し
て

中
間

サ
ー

バ
ー

に
保

有
・管

理
す

る
。

６
．

賦
課

決
定

を
行

い
、

給
与

所
得

に
係

る
特

別
徴

収
税

額
決

定
通

知
書

等
の

帳
票

を
出

力
す

る
。

７
．

給
与

所
得

に
係

る
特

別
徴

収
税

額
決

定
通

知
書

は
特

別
徴

収
義

務
者

及
び

特
別

徴
収

義
務

者
を

経
由

し
て

納
税

義
務

者
、

普
通

徴
収

納
税

通
知

書
は

納
税

義
務

者
、

公
的

年
金

所
得

に
係

る
特

別
徴

収
税

額
決

定
通

知
書

は
年

金
支

払
者

及
び

納
税

義
務

者
に

対
し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

送
付

す
る

。
８

．
個

人
住

民
税

額
が

変
更

と
な

る
課

税
資

料
を

入
手

し
た

場
合

に
は

、
課

税
情

報
を

変
更

し
、

給
与

所
得

に
係

る
特

別
徴

収
税

額
変

更
通

知
書

等
の

帳
票

を
課

税
関

係
を

有
す

る
者

に
対

し
て

送
付

す
る

。
９

．
本

市
が

住
登

外
課

税
を

行
う

場
合

は
、

地
方

税
法

第
29

4条
第

3項
に

基
づ

く
通

知
を

住
民

登
録

が
あ

る
市

区
町

村
に

送
付

す
る

と
と

も
に

、
他

市
区

町
村

が
住

登
外

課
税

を
行

う
場

合
は

、
同

通
知

を
受

理
す

る
。

10
.扶

養
是

正
処

理
を

行
う

。
賦

課
期

日
現

在
他

市
区

町
村

内
に

住
所

を
有

す
る

扶
養

親
族

に
つ

い
て

は
、

当
該

市
区

町
村

に
対

し
所

得
照

会
を

行
い

、
扶

養
要

件
を

確
認

す
る

。
ま

た
、

扶
養

是
正

処
理

結
果

を
国

税
庁

に
通

知
す

る
。

11
.給

与
所

得
に

係
る

特
別

徴
収

の
対

象
と

な
る

納
税

義
務

者
が

退
職

し
た

場
合

に
は

、
特

別
徴

収
義

務
者

か
ら

異
動

届
出

書
の

提
出

を
受

け
て

異
動

処
理

を
行

い
、

給
与

所
得

に
係

る
特

別
徴

収
義

務
者

に
対

し
特

別
徴

収
税

額
変

更
通

知
書

を
送

付
す

る
。

異
動

処
理

に
よ

り
普

通
徴

収
分

の
税

額
が

発
生

す
る

場
合

に
は

、
納

税
義

務
者

に
対

し
普

通
徴

収
納

税
通

知
書

を
送

付
す

る
。

12
.公

的
年

金
所

得
に

係
る

特
別

徴
収

の
停

止
事

由
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
年

金
支

払
者

に
対

し
、

特
別

徴
収

停
止

通
知

を
送

付
す

る
。

ま
た

、
特

別
徴

収
さ

れ
な

い
こ

と
と

な
っ

た
税

額
に

つ
い

て
は

普
通

徴
収

に
繰

り
入

れ
、

普
通

徴
収

納
税

通
知

書
及

び
公

的
年

金
所

得
に

係
る

特
別

徴
収

税
額

変
更

通
知

書
を

送
付

す
る

。
13

.未
申

告
者

に
対

し
、

個
人

住
民

税
申

告
書

を
送

付
し

、
申

告
を

促
す

。
14

減
免

事
由

に
該

当
す

る
場

合
は

、
納

税
義

務
者

か
ら

減
免

申
請

書
を

受
理

し
、

減
免

を
行

う
。

15
.申

請
の

あ
っ

た
者

に
対

し
、

個
人

住
民

税
に

係
る

所
得

（課
税

）証
明

書
及

び
営

業
証

明
書

の
交

付
を

行
う

。
16

.情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

の
特

定
個

人
情

報
の

照
会

と
提

供
に

対
応

す
る

た
め

、
個

人
番

号
対

応
符

号
の

取
得

及
び

必
要

な
特

定
個

人
情

報
を

「副
本

」と
し

て
中

間
サ

ー
バ

ー
に

保
有

・管
理

す
る

。

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
1.

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
扱

う
事

務
③

シ
ス

テ
ム

の
名

称

追
加

⑩
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

（別
紙

）法
令

上
の

根
拠

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

情
報

照
会

の
根

拠
項

番
二

十
七

　
特

定
個

人
情

報

地
方

税
関

係
情

報
又

は
住

民
票

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

平
成

28
年

9月
23

日
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

市
町

村
長

（別
紙

）法
令

上
の

根
拠

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

情
報

照
会

の
根

拠
項

番
二

十
七

　
情

報
提

供
者

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

28
年

9月
23

日

29



変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
4.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

別
紙

の
と

お
り

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

番
号

法
第

１
９

条
第

８
号

　
別

紙
の

と
お

り
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

八
 事

務

児
童

福
祉

法
に

よ
る

里
親

の
認

定
、

養
育

里
親

の
登

録
又

は
障

害
児

入
所

給
付

費
、

高
額

障
害

児
入

所
給

付
費

若
し

く
は

特
定

入
所

障
害

児
食

費
等

給
付

費
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

児
童

福
祉

法
に

よ
る

養
育

里
親

若
し

く
は

養
子

縁
組

里
親

の
登

録
、

里
親

の
認

定
又

は
障

害
児

入
所

給
付

費
、

高
額

障
害

児
入

所
給

付
費

若
し

く
は

特
定

入
所

障
害

児
食

費
等

給
付

費
の

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

三
十

四
 別

表
第

2省
令

追
加

第
22

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

三
十

五
 別

表
第

2省
令

追
加

第
22

条
の

4
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

三
十

八

新
設

情
報

照
会

者
都

道
府

県
教

育
委

員
会

又
は

市
町

村
教

育
委

員
会

事
務

学
校

保
健

安
全

法
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
情

報
提

供
者

市
町

村
長

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

三
十

九
 別

表
第

2省
令

追
加

第
24

条
の

2
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

四
十

 別
表

第
2省

令

追
加

第
24

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

四
十

八
 別

表
第

2省
令

追
加

第
26

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

五
十

八
 別

表
第

2省
令

追
加

第
31

条
の

2
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

五
十

九
 別

表
第

2省
令

追
加

第
31

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

七
十

四
 特

定
個

人
情

報

地
方

税
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
地

方
税

関
係

情
報

又
は

住
民

票
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

八
十

四
 別

表
第

2省
令

追
加

第
43

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

八
十

五
の

二
 別

表
第

2省
令

追
加

第
43

条
の

4
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

九
十

一
 別

表
第

2省
令

追
加

第
44

条
の

2
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

百
一

 別
表

第
2省

令

追
加

第
49

条
の

2
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

百
六

 事
務

独
立

行
政

法
人

日
本

学
生

支
援

機
構

法
に

よ
る

学
資

の
貸

与
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
独

立
行

政
法

人
日

本
学

生
支

援
機

構
法

に
よ

る
学

資
の

貸
与

及
び

支
給

に
関

す
る

事
務

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

百
十

六
 別

表
第

2省
令

追
加

第
59

条
の

2
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

7号
 別

表
第

2 
情

報
提

供
の

根
拠

 項
番

百
二

十
 別

表
第

2省
令

追
加

第
59

条
の

3
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅰ
 基

本
情

報
6.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

 別
紙

2
番

号
法

第
19

条
第

8号
 情

報
提

供
の

根
拠

新
設

情
報

照
会

者
条

例
事

務
関

係
情

報
照

会
者

事
務

番
号

法
第

９
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

条
例

で
定

め
る

事
務

の
う

ち
別

表
第

２
の

第
２

欄
に

掲
げ

る
事

務
に

準
じ

て
迅

速
に

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
効

率
化

を
図

る
べ

き
も

の
と

し
て

個
人

情
報

保
護

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
情

報
提

供
者

条
例

事
務

関
係

情
報

提
供

者
特

定
個

人
情

報
当

該
事

務
を

処
理

す
る

た
め

に
必

要
な

番
号

法
別

表
第

２
の

第
４

欄
に

掲
げ

る
特

定
個

人
情

報
で

あ
っ

て
当

該
事

務
の

内
容

に
応

じ
て

個
人

情
報

保
護

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
（条

例
事

務
関

係
情

報
提

供
者

の
保

有
す

る
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

１
．

対
象

人
数

平
成

28
年

4月
1日

　
時

点
平

成
29

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

29
年

10
月

13
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

２
．

取
扱

者
数

平
成

28
年

4月
1日

　
時

点
平

成
29

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

30
年

10
月

31
日

Ⅰ
　

関
連

情
報

５
．

評
価

実
施

機
関

に
お

け
る

担
当

部
署

②
所

属
長

市
民

税
課

長
　

日
下

　
裕

司
市

民
税

課
長

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

平
成

30
年

10
月

31
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

１
．

対
象

人
数

平
成

29
年

4月
1日

　
時

点
平

成
30

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

平
成

30
年

10
月

31
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

２
．

取
扱

者
数

平
成

29
年

4月
1日

　
時

点
平

成
30

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

令
和

1年
6月

26
日

Ⅳ
リ

ス
ク

対
策

１
．

提
出

す
る

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

書
の

種
類 ２

．
特

定
個

人
情

報
の

入
手

（情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

を
通

じ
た

入
手

を
除

く
）

３
．

特
定

個
人

情
報

の
使

用
４

．
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

取
扱

い
の

委
託

５
．

特
定

個
人

情
報

の
提

供
・移

転
（委

託
や

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

を
通

じ
た

入
手

を
除

く
）

６
．

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

と
の

接
続

７
．

特
定

個
人

情
報

の
保

管
・消

去
８

．
監

査
９

．
従

業
者

に
対

す
る

教
育

・啓
発

新
設

Ⅳ
リ

ス
ク

対
策

１
　

・提
出

す
る

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

書
の

種
類

　
　

　
基

礎
項

目
評

価
書

及
び

全
項

目
評

価
書

２
　

・目
的

外
の

入
手

が
行

わ
れ

る
リ

ス
ク

へ
の

対
策

は
十

分
か

　
　

　
十

分
で

あ
る

３
　

・目
的

を
超

え
た

紐
付

け
、

事
務

に
必

要
の

な
い

情
報

と
の

紐
付

け
が

行
わ

れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

策
は

十
分

か
　

　
　

十
分

で
あ

る
　

　
・権

限
の

な
い

も
の

（元
職

員
、

ア
ク

セ
ス

権
限

の
な

い
職

員
等

）に
よ

っ
て

不
正

に
使

用
さ

れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

策
は

十
分

か
　

　
　

十
分

で
あ

る
４

　
・委

託
先

に
お

け
る

不
正

な
使

用
等

の
リ

ス
ク

へ
の

対
策

は
十

分
か

　
　

　
十

分
で

あ
る

５
　

・不
正

な
提

供
・移

転
が

行
わ

れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

策
は

十
分

か
　

　
　

十
分

で
あ

る
６

　
・目

的
外

の
入

手
が

行
わ

れ
る

リ
ス

ク
へ

の
対

策
は

十
分

か
　

　
　

十
分

で
あ

る
　

　
・不

正
な

提
供

が
行

わ
れ

る
リ

ス
ク

へ
の

対
策

は
十

分
か

　
　

　
十

分
で

あ
る

７
　

・特
定

個
人

情
報

の
漏

え
い

・滅
失

・毀
損

リ
ス

ク
へ

の
対

策
は

十
分

か
　

　
　

十
分

で
あ

る
８

　
・実

施
の

有
無

　
　

　
［○

］自
己

点
検

　
　

［○
］内

部
監

査
　

　
［　

］外
部

監
査

９
　

・従
業

者
に

対
す

る
教

育
・啓

発
　

　
　

十
分

で
あ

る

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

1年
6月

26
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

１
．

対
象

人
数

平
成

30
年

4月
1日

　
時

点
平

成
31

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

令
和

1年
6月

26
日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

２
．

取
扱

者
数

平
成

30
年

4月
1日

　
時

点
平

成
31

年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

令
和

2年
10

月
8日

Ⅱ
　

し
き

い
値

判
断

項
目

１
．

対
象

人
数

平
成

31
年

4月
1日

　
時

点
令

和
2年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（理

由
：し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）
令

和
2年

10
月

8日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
平

成
31

年
4月

1日
　

時
点

令
和

2年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（理
由

：し
き

い
値

判
断

結
果

が
変

わ
ら

な
い

た
め

。
）

令
和

3年
9月

1日
Ⅰ

　
関

連
情

報
4.

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

番
号

法
第

１
９

条
第

８
号

　
別

紙
の

と
お

り
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

　
番

号
法

第
１

９
条

第
９

号
　

別
紙

の
と

お
り

事
後

法
改

正
に

伴
う

号
ず

れ
の

修
正

で
あ

り
、

重
要

な
変

更
に

は
あ

た
ら

な
い

た
め

、
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

3年
9月

1日
Ⅰ

　
関

連
情

報
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
各

ペ
ー

ジ
の

ヘ
ッ

ダ
ー

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

情
報

提
供

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

　
情

報
提

供
の

根
拠

事
後

法
改

正
に

伴
う

号
ず

れ
の

修
正

で
あ

り
、

重
要

な
変

更
に

は
あ

た
ら

な
い

た
め

、
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

3年
9月

1日
Ⅰ

　
関

連
情

報
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
各

ペ
ー

ジ
の

ヘ
ッ

ダ
ー

番
号

法
第

１
９

条
第

８
号

　
情

報
提

供
の

根
拠

番
号

法
第

１
９

条
第

９
号

　
情

報
提

供
の

根
拠

事
後

法
改

正
に

伴
う

号
ず

れ
の

修
正

で
あ

り
、

重
要

な
変

更
に

は
あ

た
ら

な
い

た
め

、
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

3年
9月

1日
Ⅰ

　
関

連
情

報
（別

紙
）法

令
上

の
根

拠
各

ペ
ー

ジ
の

ヘ
ッ

ダ
ー

番
号

法
第

１
９

条
第

７
号

　
別

表
第

２
　

情
報

照
会

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

　
情

報
照

会
の

根
拠

事
後

法
改

正
に

伴
う

号
ず

れ
の

修
正

で
あ

り
、

重
要

な
変

更
に

は
あ

た
ら

な
い

た
め

、
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

3年
9月

1日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
令

和
2年

4月
1日

　
時

点
令

和
3年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

3年
9月

1日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
令

和
2年

4月
1日

　
時

点
令

和
3年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

4年
4月

8日
表

紙
特

記
事

項
（空

欄
）

税
務

シ
ス

テ
ム

更
新

に
伴

う
評

価
再

実
施

に
よ

り
、

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

の
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

開
始

前
の

評
価

と
し

て
、

こ
の

評
価

書
の

最
後

尾
（変

更
履

歴
の

手
前

）に
次

期
税

務
シ

ス
テ

ム
の

評
価

部
分

を
付

属
し

て
い

る
。

事
前

シ
ス

テ
ム

の
更

新
と

い
う

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

4年
4月

8日
Ⅳ

　
リ

ス
ク

対
策

の
次

（追
加

）
（評

価
書

本
体

を
現

行
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
と

し
、

評
価

書
の

最
後

尾
部

分
に

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

評
価

書
部

分
を

丸
々

添
付

）
事

前
シ

ス
テ

ム
の

更
新

と
い

う
重

要
な

変
更

に
伴

う
も

の
で

あ
り

、
全

項
目

評
価

の
再

実
施

に
伴

う
事

前
手

続
を

行
う

。

令
和

4年
4月

8日
（次

期
税

務
シ

ス
テ

ム
部

分
）

表
紙

特
記

事
項

（空
欄

）
こ

の
ペ

ー
ジ

よ
り

後
ろ

は
、

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

へ
の

更
新

に
伴

う
、

現
行

税
務

シ
ス

テ
ム

の
評

価
書

の
付

属
書

類
と

し
て

の
、

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

評
価

書
部

分
（カ

ス
タ

マ
イ

ズ
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

開
始

前
の

も
の

）と
な

る
。

事
前

シ
ス

テ
ム

の
更

新
と

い
う

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

4年
4月

8日
（次

期
税

務
シ

ス
テ

ム
部

分
）

Ⅰ
　

関
連

情
報

１
．

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
扱

う
事

務
③

シ
ス

テ
ム

の
名

称

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
　

③
新

窓
口

対
応

シ
ス

テ
ム

（庁
内

連
携

シ
ス

テ
ム

）　
④

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
バ

ー
）シ

ス
テ

ム
　

⑤
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑦
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑧

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑨

個
人

・法
人

管
理

シ
ス

テ
ム

（宛
名

シ
ス

テ
ム

）
⑩

申
告

支
援

シ
ス

テ
ム

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

om
as

 F
or

ce
)　

③
新

窓
口

対
応

シ
ス

テ
ム

（庁
内

連
携

シ
ス

テ
ム

）　
④

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
バ

ー
）シ

ス
テ

ム
　

⑤
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑦
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑧

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑨

個
人

・
法

人
管

理
シ

ス
テ

ム
（宛

名
シ

ス
テ

ム
）　

⑩
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
(F

@
IN

T
A

X
)

事
前

シ
ス

テ
ム

の
更

新
と

い
う

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

5年
1月

4日
旧

税
務

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

評
価

書
部

分
（評

価
書

前
半

　
表

紙
～

P
9
）

旧
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
書

部
分

（評
価

書
前

半
　

表
紙

～
P

9）
削

除
事

後
新

シ
ス

テ
ム

稼
働

に
伴

い
前

半
の

旧
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
書

部
分

を
削

除
。

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

5年
1月

4日
表

紙
評

価
書

名
個

人
住

民
税

課
税

事
務

　
基

礎
項

目
評

価
書

（シ
ス

テ
ム

更
新

に
伴

う
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

開
始

前
部

分
）

個
人

住
民

税
課

税
事

務
　

基
礎

項
目

評
価

書
事

後
新

シ
ス

テ
ム

稼
働

に
伴

う
変

更
。

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

5年
1月

4日
表

紙
特

記
事

項
こ

の
ペ

ー
ジ

よ
り

後
ろ

は
、

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

へ
の

更
新

に
伴

う
、

現
行

税
務

シ
ス

テ
ム

の
評

価
書

の
付

属
書

類
と

し
て

の
、

次
期

税
務

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

評
価

書
部

分
（カ

ス
タ

マ
イ

ズ
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

開
始

前
の

も
の

）と
な

る
。

新
税

務
シ

ス
テ

ム
の

稼
働

に
伴

い
、

評
価

書
の

前
半

部
分

（更
新

前
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
書

部
分

）を
削

除
し

、
後

半
部

分
の

新
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
書

部
分

を
評

価
書

本
体

と
す

る
。

事
後

新
シ

ス
テ

ム
稼

働
に

伴
う

変
更

。
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
令

和
3
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

4年
12

月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

5年
1月

4日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
令

和
3
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

4年
12

月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
二

十

(新
設

)
［情

報
照

会
者

］ 
市

町
村

長
［事

務
］ 

身
体

障
害

者
福

祉
法

に
よ

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
、

障
害

者
支

援
施

設
等

へ
の

入
所

等
の

措
置

又
は

費
用

の
徴

収
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
［情

報
提

供
者

］市
町

村
長

［特
定

個
人

情
報

］地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

［別
表

第
２

省
令

］第
１

４
条

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
五

十
三

(新
設

)
［情

報
照

会
者

］市
町

村
長

［事
務

］知
的

障
害

者
福

祉
法

に
よ

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
、

障
害

者
支

援
施

設
等

へ
の

入
所

等
の

措
置

又
は

費
用

の
徴

収
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
［情

報
提

供
者

］市
町

村
長

［特
定

個
人

情
報

］地
方

税
関

係
情

報
、

住
民

票
関

係
情

報
又

は
障

害
者

自
立

支
援

給
付

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

［別
表

第
２

省
令

］第
２

７
条

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
五

十
八

　
別

表
第

二
省

令

第
３

１
条

の
２

第
３

１
条

の
２

の
２

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
七

十
一

　
別

表
第

二
省

令

-
第

３
９

条
の

２
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
九

十
一

　
別

表
第

二
省

令

第
４

４
条

の
２

第
４

４
条

の
５

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
　

百
十

六

[事
務

]子
ど

も
・子

育
て

支
援

法
に

よ
る

子
ど

も
の

た
め

の
教

育
・保

育
給

付
の

支
給

又
は

地
域

子
ど

も
・子

育
て

支
援

事
業

の
実

施
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
[別

表
第

二
省

令
]第

５
９

条
の

２

[事
務

]子
ど

も
・子

育
て

支
援

法
に

よ
る

子
ど

も
の

た
め

の
教

育
・保

育
給

付
若

し
く

は
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
の

支
給

又
は

地
域

子
ど

も
・子

育
て

支
援

事
業

の
実

施
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
[別

表
第

二
省

令
]第

５
９

条
の

２
の

２

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
百

十
七

　
別

表
第

二
省

令

-
第

５
９

条
の

２
の

３
事

後
そ

の
他

の
項

目
の

変
更

で
あ

り
事

前
の

提
出

・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

提
供

の
根

拠
項

番
百

二
十

一

(新
設

)
［情

報
照

会
者

］公
的

給
付

の
支

給
等

の
迅

速
か

つ
確

実
な

実
施

の
た

め
の

預
貯

金
口

座
の

登
録

等
に

関
す

る
法

律
第

十
条

に
規

定
す

る
特

定
公

的
給

付
の

支
給

を
実

施
す

る
行

政
機

関
の

長
等

［事
務

］公
的

給
付

の
支

給
等

の
迅

速
か

つ
確

実
な

実
施

の
た

め
の

預
貯

金
口

座
の

登
録

等
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

特
定

公
的

給
付

の
支

給
を

実
施

す
る

た
め

の
基

礎
と

す
る

情
報

の
管

理
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
［情

報
提

供
者

］市
町

村
長

［特
定

個
人

情
報

］地
方

税
関

係
情

報
で

あ
っ

て
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
［別

表
第

２
省

令
］第

５
９

条
の

４

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。

令
和

5年
1月

4日
（別

紙
）
法

令
上

の
根

拠
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

第
２

情
報

照
会

の
根

拠
項

番
二

十
七

(追
加

)
[情

報
提

供
者

]内
閣

総
理

大
臣

［特
定

個
人

情
報

］公
的

給
付

支
給

等
口

座
登

録
簿

関
係

情
報

で
あ

っ
て

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

事
後

そ
の

他
の

項
目

の
変

更
で

あ
り

事
前

の
提

出
・
公

表
が

義
務

付
け

ら
れ

な
い

。
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

令
和

5年
10

月
20

日
Ⅰ

　
関

連
情

報
１

．
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
を

取
り

扱
う

事
務

③
シ

ス
テ

ム
の

名
称

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

om
as

 F
or

ce
)　

③
新

窓
口

対
応

シ
ス

テ
ム

（庁
内

連
携

シ
ス

テ
ム

）　
④

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
バ

ー
）シ

ス
テ

ム
　

⑤
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑦
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑧

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑨

個
人

・
法

人
管

理
シ

ス
テ

ム
（宛

名
シ

ス
テ

ム
）　

⑩
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
(F

@
IN

T
A

X
)

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

om
as

 F
or

ce
)　

③
新

窓
口

対
応

シ
ス

テ
ム

（庁
内

連
携

シ
ス

テ
ム

）　
④

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
バ

ー
）シ

ス
テ

ム
　

⑤
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑦
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑧

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑨

個
人

・
法

人
管

理
シ

ス
テ

ム
（宛

名
シ

ス
テ

ム
）　

⑩
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
(F

@
IN

T
A

X
) 
⑪

税
務

シ
ス

テ
ム

連
携

中
継

サ
ー

バ
シ

ス
テ

ム

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

5年
10

月
20

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
令

和
4
年

1
2
月

1
日

　
時

点
令

和
5年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

5年
10

月
20

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
令

和
4
年

1
2
月

1
日

　
時

点
令

和
5年

4月
1日

　
時

点
事

後
重

要
な

変
更

に
当

た
ら

な
い

。
（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

6年
10

月
28

日
表

紙
特

記
事

項
（空

欄
）

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

移
行

に
伴

う
評

価
再

実
施

に
よ

り
、

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

の
移

行
開

始
前

の
評

価
と

し
て

、
こ

の
評

価
書

の
最

後
尾

（変
更

履
歴

の
手

前
）に

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

移
行

に
関

す
る

評
価

書
部

分
を

付
属

し
て

い
る

。

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅰ

　
関

連
情

報
３

．
個

人
番

号
の

利
用

法
令

上
の

根
拠

番
号

法
第

９
条

第
１

項
　

別
表

第
１

の
１

６
の

項
　

番
号

法
別

表
第

１
の

主
務

省
令

で
定

め
る

事
務

を
定

め
る

命
令

第
１

６
条

番
号

法
第

９
条

第
１

項
　

別
表

の
２

４
の

項
　

番
号

法
別

表
の

主
務

省
令

で
定

め
る

事
務

を
定

め
る

命
令

第
１

６
条

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅰ

　
関

連
情

報
４

．
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

情
報

連
携

②
法

令
上

の
根

拠

番
号

法
第

１
９

条
第

８
号

　
別

表
第

２
　

番
号

法
第

１
９

条
第

９
号

　
別

紙
の

と
お

り
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
　

別
表

　
番

号
法

第
１

９
条

第
９

号
　

別
紙

の
と

お
り

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

6年
10

月
28

日
(別

紙
）法

令
上

の
根

拠
別

紙
新

規
別

紙
に

差
し

替
え

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅳ

　
リ

ス
ク

対
策

の
次

（追
加

）
（評

価
書

本
体

を
現

行
税

務
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
評

価
と

し
、

評
価

書
の

最
後

尾
部

分
に

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

移
行

に
関

す
る

評
価

書
部

分
を

丸
々

添
付

）

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

6年
10

月
28

日
（ガ

バ
メ

ン
ト

ク
ラ

ウ
ド

へ
の

副
本

デ
ー

タ
移

行
に

関
す

る
評

価
書

部
分

）
表

紙
特

記
事

項

（空
欄

）
こ

の
ペ

ー
ジ

よ
り

後
ろ

は
、

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

移
行

に
伴

う
現

行
税

務
シ

ス
テ

ム
の

評
価

書
の

付
属

書
類

と
し

て
の

ガ
バ

メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ

の
副

本
デ

ー
タ

移
行

に
関

す
る

評
価

書
部

分
と

な
る

。

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

6年
10

月
28

日
（次

期
税

務
シ

ス
テ

ム
部

分
）

Ⅰ
　

関
連

情
報

１
．

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
扱

う
事

務
③

シ
ス

テ
ム

の
名

称

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

om
as

 F
or

ce
)　

③
新

窓
口

対
応

シ
ス

テ
ム

（庁
内

連
携

シ
ス

テ
ム

）　
④

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
バ

ー
）シ

ス
テ

ム
　

⑤
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑦
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑧

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑨

個
人

・
法

人
管

理
シ

ス
テ

ム
（宛

名
シ

ス
テ

ム
）　

⑩
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
(F

@
IN

T
A

X
)　

⑪
税

務
シ

ス
テ

ム
連

携
中

継
サ

ー
バ

シ
ス

テ
ム

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

om
as

 F
or

ce
)　

③
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

バ
ー

）シ
ス

テ
ム

　
④

番
号

連
携

シ
ス

テ
ム

　
⑤

国
税

連
携

シ
ス

テ
ム

　
⑥

地
方

税
電

子
申

告
・年

金
特

徴
シ

ス
テ

ム
（エ

ル
タ

ッ
ク

ス
）　

⑦
中

間
サ

ー
バ

ー
シ

ス
テ

ム
　

⑧
申

告
支

援
シ

ス
テ

ム
(F

@
IN

T
A

X
)　

⑨
税

務
シ

ス
テ

ム
連

携
中

継
サ

ー
バ

シ
ス

テ
ム

　
⑩

Ｓ
３

　
⑪

庁
内

デ
ー

タ
連

携
基

盤

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
令

和
5
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

6年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
令

和
5
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

6年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅰ

関
連

情
報

９
．

規
則

第
９

条
第

２
項

の
適

用
新

設
[　

　
]適

用
し

た
。

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。
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変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期
提

出
時

期
に

係
る

説
明

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅳ

リ
ス

ク
対

策
８

．
人

手
を

介
在

さ
せ

る
作

業
新

設
人

為
的

ミ
ス

が
発

生
す

る
リ

ス
ク

へ
の

対
策

は
十

分
か

。
　

[ 
十

分
で

あ
る

 ]
判

断
の

根
拠

　
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
利

用
事

務
に

お
け

る
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
登

録
事

務
に

係
る

横
断

的
な

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
従

い
、

申
請

者
が

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

を
記

載
し

な
い

場
合

に
お

い
て

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

特
定

す
る

た
め

に
住

基
ネ

ッ
ト

照
会

を
行

う
際

に
は

４
情

報
又

は
住

所
を

含
む

３
情

報
に

よ
る

照
会

を
行

う
こ

と
を

厳
守

し
て

い
る

。
ま

た
、

個
人

住
民

税
課

税
課

税
事

務
で

は
、

上
記

の
ほ

か
、

下
記

の
局

面
で

特
定

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

し
て

手
作

業
が

介
在

す
る

が
、

い
ず

れ
の

局
面

に
お

い
て

も
複

数
人

で
の

確
認

を
行

う
よ

う
に

し
て

お
り

、
人

為
的

ミ
ス

が
発

生
す

る
リ

ス
ク

へ
の

対
策

は
十

分
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
　

　
・　

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
個

人
番

号
及

び
本

人
情

報
の

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

へ
の

入
力

　
　

・　
特

定
個

人
情

報
の

記
載

が
あ

る
申

請
書

等
の

保
管

　
　

・　
個

人
番

号
及

び
本

人
情

報
が

記
載

さ
れ

た
申

請
書

の
廃

棄
　

　
　

　
　

等

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

6年
10

月
28

日
Ⅳ

リ
ス

ク
対

策
１

１
．

最
も

優
先

度
が

高
い

と
考

え
ら

れ
る

対
策

新
設

[ 
〇

 ]
 全

項
目

評
価

又
は

重
点

項
目

評
価

を
実

施
す

る
、

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

令
和

7年
10

月
15

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
１

．
対

象
人

数
令

和
6
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

7年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

7年
10

月
15

日
Ⅱ

　
し

き
い

値
判

断
項

目
２

．
取

扱
者

数
令

和
6
年

4
月

1日
　

時
点

令
和

7年
4月

1日
　

時
点

事
後

重
要

な
変

更
に

当
た

ら
な

い
。

（
理

由
：
し

き
い

値
判

断
結

果
が

変
わ

ら
な

い
た

め
。

）

令
和

7年
10

月
15

日
Ⅰ

関
連

情
報

１
．

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
取

り
扱

う
事

務
③

シ
ス

テ
ム

の
名

称

⑦
中

間
サ

ー
バ

ー
シ

ス
テ

ム
⑧

申
告

支
援

シ
ス

テ
ム

(F
@

IN
T
A

X
)⑨

税
務

シ
ス

テ
ム

連
携

中
継

サ
ー

バ
シ

ス
テ

ム
⑩

Ｓ
３

⑪
庁

内
デ

ー
タ

連
携

基
盤

⑦
個

人
住

民
税

申
告

ポ
ー

タ
ル

⑧
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

申
請

管
理

⑨
中

間
サ

ー
バ

ー
シ

ス
テ

ム
⑩

申
告

支
援

シ
ス

テ
ム

（F
@

IN
T
A

X
）⑪

税
務

シ
ス

テ
ム

連
携

中
継

サ
ー

バ
シ

ス
テ

ム
⑫

Ｓ
３

⑬
庁

内
デ

ー
タ

連
携

基
盤

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。

令
和

8年
3月

19
日

Ⅰ
関

連
情

報
１

．
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
を

取
り

扱
う

事
務

③
シ

ス
テ

ム
の

名
称

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 M

IS
A

L
IO

)　
②

課
税

資
料

イ
メ

ー
ジ

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
(T

o
m

as
F
or

ce
)　

③
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

バ
ー

）シ
ス

テ
ム

　
④

番
号

連
携

シ
ス

テ
ム

⑤
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
地

方
税

電
子

申
告

・年
金

特
徴

シ
ス

テ
ム

（エ
ル

タ
ッ

ク
ス

）　
⑦

個
人

住
民

税
申

告
ポ

ー
タ

ル
　

⑧
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

申
請

管
理

　
⑨

中
間

サ
ー

バ
ー

シ
ス

テ
ム

　
⑩

申
告

支
援

シ
ス

テ
ム

(F
@

IN
T
A

X
)　

⑪
税

務
シ

ス
テ

ム
連

携
中

継
サ

ー
バ

シ
ス

テ
ム

　
⑫

Ｓ
３

　
⑬

庁
内

デ
ー

タ
連

携
基

盤

①
個

人
住

民
税

シ
ス

テ
ム

(M
IC

J
E
T
 V

10
・D

B
プ

レ
イ

ヤ
ー

・イ
ン

ボ
イ

ス
エ

ー
ジ

ェ
ン

ト
)　

②
課

税
資

料
イ

メ
ー

ジ
デ

ー
タ

管
理

シ
ス

テ
ム

(T
o
m

as
 F

or
ce

)　
③

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

バ
ー

）
シ

ス
テ

ム
　

④
番

号
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑤
国

税
連

携
シ

ス
テ

ム
　

⑥
地

方
税

電
子

申
告

・
年

金
特

徴
シ

ス
テ

ム
（
エ

ル
タ

ッ
ク

ス
）　

⑦
個

人
住

民
税

申
告

ポ
ー

タ
ル

　
⑧

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
申

請
管

理
　

⑨
中

間
サ

ー
バ

ー
シ

ス
テ

ム
⑩

申
告

支
援

シ
ス

テ
ム

(F
@

IN
T
A

X
) 

⑪
Ｓ

３
　

⑫
庁

内
デ

ー
タ

連
携

基
盤

事
前

重
要

な
変

更
に

伴
う

も
の

で
あ

り
、

全
項

目
評

価
の

再
実

施
に

伴
う

事
前

手
続

を
行

う
。
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